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●通常使用予約のための予約システムへの団体等登録方法(２月９日から運用)
１　天童市スポーツセンター施設使用予約のためには、『天童市公共施設予約システ
　　ム』への登録が必要となります。

２  『天童市公共施設予約システム』の登録について
	①登録方法
	ア　「天童市公共施設予約システム」へログインし、利用登録手続き（必要事項の入力）をお願いします。
イ　利用登録手続き完了後７日以内に承認の可否についてメールいたします。
ウ　利用登録を承認された個人・団体には、仮パスワードを発行しますのでメール内のＵＲＬを開き、登録手続きに決定したＩＤと仮パスワードを入力し、ログイン後新たなパスワードを設定し登録完了となります。

	②登録有効期間
	毎年９月から翌年８月までの１年間。
※登録を認められた日から１年間ではありません。

	③登録団体の更新
　
	毎年７月２日から８月１日までの間に登録の更新を受付けます。７月１日までに更新についてメールで確認しますので、更新の有無をお知らせください。更新の確認が取れない場合は登録が削除されます。

	⑤その他
	団体登録完了後、内容に変更が生じた場合は、すみやかに電
話またはメールでお知らせください。



予約システムへの登録は、１団体（1個人）つき１「ＩＤ」としてください。





●予約システムによる通常使用の予約方法
１通常使用の予約方法
	①利用者ＩＤを準備する
	利用登録手続きに申請した「利用者ＩＤ」及び「パスワード」を準備します。

	②天童市公共施設予約システムを開く
	「施設の空き状況」を選択し、「天童市スポーツセンター」へと進み使用施設及び使用時間を予約します。

	③通常申込み可能期間
	施設使用希望日の前々月の１日の午前０時００分から使用日の２日前まで（野球場、老野森施設は３日前）。
例：【２日前】４月１日使用希望の場合は、３月１日の０時から３月３０日の２３時５９分まで申込可。
【３日前】４月１日使用希望の場合は、３月１日の０時から３月２９日の２３時５９分まで申込可。
※いずれの場合でも、使用日の前日まで申請し、使用料の納入が必要となります。

	④ネット環境がない方の予約方法
	総合体育館受付窓口で代行申請を行います。

	⑤申請等
	ア　ネット予約後の申請は、予約承認日から７日以内に、総合体育館受付窓口において「施設使用許可申請」の手続きをお願いします。（予約日が使用日の１週間以内の場合は使用日の前日まで申請となります。）
イ　申請手続後に使用料を納入いただくと「施設使用許可証」を発行します。

	⑥ペナルティについて
	予約承認日から７日以内に施設使用許可申請及び使用料納入がない団体は、キャンセル扱いとし、次回以降の申込時にペナルティが課せられます。ペナルティは、キャンセル分のコマ数（時間数）を減じます。




天童市スポーツセンター　
〒994-0004　天童市大字小関1230
Tel 023-654-6100 Ｆax 023- 654-1760  
e-mail  ten-spoc@tendocity-sports.or.jp
天童市公共施設予約システム
URL：https://k6.p-kashikan.jp/tendo-city/
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●抽選会に参加するには
１『抽選団体登録』について
（１）抽選会に参加するための資格要件は次のとおりです。
	①登録できる団体
	所在が天童市にあるスポーツ活動をする団体となります。

	②登録者数
	１団体１１名以上。ただし、テニスコート及び屋内コートをテニスまたはソフトテニス に限定して利用する場合は、６名以上１０名でも可とします。

	③登録者要件
	ア　天童市民。全構成員のうち３割までは市外の方可
例：１１名の団体の場合の３割は、３．３名となるので４名まで市外の方でも可。
イ　登録団体の全構成員の４割以上が、他の団体に登録している場合は登録不可
例：１１名の団体の場合の４割以上は４．４名となるので、４名まで他の団体との重複可。
ウ　スポーツ少年団として本市に登録している団体が団体登録を行う場合は、申請書のうち「構成員名簿」の提出の必要はありませんが、「スポーツ少年団ＷＥＢ登録（団員情報）」の写しを添付する必要があります。



２『登録のための手順』
	①登録用紙の提出
	登録を希望する団体等は、指定用紙に必要事項を記入し、毎月末日まで提出ください。（要件に不備がなければ、１０日まで参加の可否を連絡します。）

	②登録有効期間
	毎年９月から翌年８月までの１年間。

	③登録団体の更新
	毎年７月２日から８月１日までの間に登録の更新申請を受付けます。団体登録更新完了後、７月中に更新申請を認められた団体は、９月１日の抽選会（１０月使用分）から、８月中に更新申請を認められた団体は、１０月１日の抽選会（１１月使用分）から参加が可能です。

	④登録団体の更新
受付方法
	原則メールで受付けます。ただし、ネット環境等がない場合は、総合体育館受付窓口へ提出ください。

	⑤その他
	ア　申請受理後審査を行い、登録の可否についてはメールでお知らせします。
イ　団体登録完了後、内容に変更が生じた場合は、抽選日の前月１日まで所定の用紙に必要事項(変更点)を記入し、メールをお願いします。



●予約システムによる抽選会参加方法
１抽選会の参加方法
	①利用者ＩＤを準備する
	利用登録手続きに申請した「利用者ＩＤ」及び「パスワード」を準備します。

	②予約システムを開く
	「抽選施設一覧」を選択し、「対象年月」へと進み手続きする。

	③申込み可能期間
	施設使用希望日の前々月の１０日の午前０時００分から２０日の２３時５９分まで。
例：４月１日使用希望の場合は、２月１0日の０時から２月２０日の
２３時５９分まで

	④申込可能コマ数（時間数）
	申込可能コマ数（時間数）は、１時間を１コマとし「２４コマ」の範囲内で申込むことができます。当該コマ数内であれば、実施するスポーツに適合した全ての施設が予約対象となります。ただし、１０名以下の登録団体は、「１２コマ」となります。

	⑤申込みの抽選結果
	前月１日午前０時頃に予約システム上で抽選を行いますので、マイページ「抽選申込一覧Ｉで当落を確認ください。

	⑥申請等
	ア　当選分の申請は、抽選月の１日から７日までの間に、総合体育館受付窓口において「施設使用許可申請」の手続きをお願いします。（申請の際は、必ず当選確定日時を確認したうえ、お越しください。）
イ　申請手続後に使用料を納入いただくと「施設使用許可証」を発行します。

	⑦ペナルティについて
	抽選実施後に、キャンセルした場合はペナルティが課せられます。ペナルティは、次回以降の抽選会で申請したコマから、キャンセル分のコマ数（時間数）を減じます。

	⑧その他の留意事項
	ア　ネット環境がない方の参加は総合体育館受付窓口で代行申請を行います。
イ　テニスコート及び屋内コートの、予約システムによる施設予約は、下記のコート数及び時間区分での予約をお願いします。
a コート数制限
減免団体のみ１団体２面まで（６時～９時まで３面）
b 時間数制限
◆６時から９時まで　　１時間単位での予約が可能
◆９時から２１時まで　２時間単位での予約に限定
09時-11時、11時-13時、13時-15時、15時-17時、
17時-19時、19時-21時　
※この時間帯以外での予約は、無効となりますのでご留意ください。



